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はじめに 
第２８期東久留米市社会教育委員会議では、平成３０年９月から令和２年８月までの２年間、「地域全

体で子供を育む環境づくり」というテーマを掲げ、話し合いを行ってきた。 

第２５期では「学校支援」というテーマで話し合いが重ねられ、学校と地域の関わりについて現状と学

校側のニーズを把握することが必要と考え、市内の小中学校にアンケート調査を実施した。会議の後半で

は、実施したアンケート結果から、協議テーマを「放課後子供教室」に絞り、東久留米市が放課後子供教

室を推進していく際に積極的に取り入れてもらえる提言となるよう検討した。 

第２６期においても「放課後子供教室」の実施に向け、「放課後子ども総合プラン」及び「放課後子供

教室推進事業実施要綱」の推進に沿ってさらなる検討・協議を継続していくことが必要であると考え議論

を行った。その内容をふまえ、当市においては平成２７年度に３校、平成２９年度に３校、３０年度に１

校を追加し、現在計７校で放課後子供教室を実施するに至っている。開始初年度の事業運営においては、

放課後子供教室運営委員会からのご意見や、参加児童の保護者へアンケートを行った結果から学校・学童

との連携、児童の安全確保、地域の人材の活用など多くの課題があることが明らかとなったことから、さ

らに「放課後子供教室」についての検討が必要と考え、第２７期においても議論を継続した。そして、東

久留米市の放課後子供教室が子どもたちにとってより魅力的なものになるとともに、地域の人材の活用に

向けた一助となるよう検討内容、提案をまとめ「放課後子供教室について（提言）」を取りまとめてい

る。 

一方、地域と学校が連携・協働し、幅広い地域住民や保護者等の参画により地域全体で子どもたちの成

長を支え、地域を創生する「地域学校協働活動」を推進するため、平成２９年３月に社会教育法が改正さ

れ、「地域学校協働活動」に関する連携協力体制の整備や「地域学校協働活動推進委員」に関する規定が

整備され地域の人材及び地域人材を地域活動へとつなげるコーディネーターの存在が期待されているとこ

ろである。そこで第２８期の社会教育委員会議では、「地域全体で子供を育む環境づくり」をテーマに、

市における学校と地域が協力して子どもを育む環境の現状と今後の展開について検討してきた。ここに報

告書として提出する。 

 

※本報告書内において「子ども」「子供」の二通りの表現が混在するが、原則「子ども」という表現を使

用する。引用元や事業名において「子供」と表記されている場合は原文の表現を採用する。 
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子どもを取り巻く環境の変化 
市の平成３０年の高齢化率は、２７．９４％で、人口に占める６５歳以上の高齢者の割合が高く、多摩

２６市の中でも、あきる野市、青梅市に次いで高齢化率が高い状況となっている。 

国においても、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化を背景に一億総活躍社会実現を目指して、「人生

１００年時代を見据えた経済社会の在り方」が構想されている。 

一方で、グローバル化の波は日本企業にも大きな影響を及ぼし、平成４年の時価総額世界トップ５０に

は日本の企業が１０社ランクインしていたところ、平成３１年ではわずか１社が３３位にランクインする

のみとなっている。 

雇用形態にも変化が生じ、昭和５５年以降、夫婦共に雇用者の共働き世帯は年々増加しており、平成９

年以降は共働き世帯が男性雇用者と無職の妻からなる世帯数を上回っている。（平成２９年時点で雇用者

の共働き世帯１，１８８万世帯に対し、男性雇用者と無業の妻からなる世帯は６４１万世帯）。 

こうした、少子化、高齢化、グローバル化、高度情報化などの社会環境の変化は、地域社会や個人のラ

イフスタイルにも変化をもたらし、核家族化などの家族形態の変化や地域のつながりの希薄化を生み、家

庭、地域における教育力の低下につながっていると指摘されている。 

 

新・放課後子ども総合プラン 

平成２６年７月に策定された「放課後子ども総合プラン」が令和元年９月に改訂され新たに、令和２年

度から５年間を対象とした「新・放課後子ども総合プラン」が策定された。新プランでは、共働き家庭等

の「小１の壁」を打破するとともに、次代を担う人材を育成するため、すべての児童が放課後等を安全・

安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよう、文部科学省と厚生労働省が協力し、放課後児

童健全育成事業及び地域住民等の参画を得て、放課後等に全ての児童を対象として学習や体験・交流活動

などを行う一体型を中心とした事業の計画的な整備等を進める、とされている。 

この中で、放課後子供教室については、地域と学校が連携・協働して社会総掛かりで子どもの育ちを支

える観点から、大学生・高校生や企業退職者、高齢者などの地域住民の一層の参画促進を図るとともに、

子育て・教育支援に関わるＮＰＯ、習い事や学習塾等の民間教育事業者、スポーツ・文化・芸術団体など

の地域人材の参画が望まれるとされ、平成２９年３月に改正され、同年４月に施行された社会教育法で示

された、「地域学校協働活動」と整合性を踏まえて推進していくべきとされている。 

 

放課後子供教室について（提言）（第２７期社会教育委員会議） 

第２７期社会教育委員会議では、放課後子供教室の実施校の現状と課題をもとに、市内全小学校での円

滑な事業実施に向けた検討、協議を行った。提案の中では、（１）新たな実施校の選定、（２）運営体

制、（３）地域の人・団体との連携、（４）活動プラグラムの充実、といった多岐にわたる課題を解決し

ていく必要があること。また、事業の実施においては、主役である子どもたちが安心して過ごせる居場所

であることはもちろん、子どもたちにとって、魅力的で教室に参加することが楽しいと思えることがこの

事業の成功の鍵であると考え、現在の委託先だけでなく、地域の人材、団体との連携・協力が不可欠であ

り学校区において、様々な世代の人材にどのような協力を得ることができるかが重要になってくるとされ

ている。 
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地域学校協働活動の推進に関する社会教育法の改正 

平成２７年１２月の中央教育審議会の答申「新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の

連携・協働の在り方と今後の推進方策について」を受け、平成２９年に社会教育法の一部改正が行われ

て、同年４月１日から施行された。 

未来を作り出す子どもたちの成長のために、学校のみならず、地域住民や保護者等も含め、国民一人一

人が教育の当事者となり、社会総掛かりで教育の実現を図るということであり、そのことを通じ、新たな

地域社会を作り出し、生涯学習社会の実現を果たしていくことが理念として描かれている。 

その中で、「地域学校協働活動」とは、地域と学校が連携・協働して、地域全体で未来を担う子どもた

ちの成長を支えていくそれぞれの活動を合わせて総称したものであり、その枠組みには地域の高齢者、成

人、学生、保護者、ＰＴＡ、ＮＰＯ、民間企業、その他地域団体・機関等幅広い住民等の参画が望まれ

る。また、具体的な活動として、学校支援活動、放課後子供教室、土曜日の教育活動、学びによるまちづ

くり、地域社会における地域活動等、幅広い地域住民等の参画によって行われる様々な活動を指し、それ

ぞれの地域や学校の実情や特色に応じ、多様な活動を推進することが期待されている。 

一方、その地域学校協働活動の推進には、地域住民等や学校関係者との連絡調整、地域ボランティアの

確保、活動の企画・調整等を担う地域学校協働活動推進員の役割が非常に重要であり、推進に求められる

資質・能力を明確にし、適切な人材を確保することが求められる。 
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東久留米市の現状と課題 

市の現状分析 

人口の推移について 

第５次長期総合計画 基礎調査報告書（平成３１年３月）では次のように報告されており、東久留米市

では少子高齢化が急速に進んでいる。 

 

 平成２０年以降の社会動態は、国家公務員宿舎の用途廃止や、大規模住宅団地の再開発等の影響によ

り、平成２２年、２３年にそれぞれ１００人以上の減少となり、その後、平成２５年、２７年には７

００人以上の増加となっています。また、自然動態は、平成２３年以降は死亡数が出生数を上回って

います。 

 市全体の人口は長期的には増加傾向で推移してきましたが、平成２８年、２９年は減少となりまし

た。 

 平成３０年の高齢化率は、２７．９４％で、市の人口の約３人に１人が６５歳以上の高齢者となって

おります。市の高齢化は、都の平均（２２．５９％）、多摩２６市平均（２４．２６％）を上回って

おり、多摩２６市の中でもあきる野市、青梅市に次いで高齢化率が高い状態です。 
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自治会の活動・市民協働について 

平成３１年市施策成果等アンケート問１８①自治会活動等の参加率によれば自治会活動に参加したこと

がある割合（以下、活動経験率という）は全体の３９.１％。活動経験率は、男性より女性の方が高いとい

う結果になっている。年齢ごとの調査では、年齢が上がるにつれて、活動経験率が高くなる傾向があり、

７０歳以上では活動経験率は５０％を超えている。地域ごとの活動経験率は第２ブロック（南東部）が最

も高く、第３ブロック（駅周辺）が最も低くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

データは「平成３１年度 施策成果等アンケート調査（東久留米市 市民アンケート）」（東久留米市） 

（ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｃｉｔｙ．ｈｉｇａｓｈｉｋｕｒｕｍｅ．ｌｇ．ｊｐ／＿ｒｅｓ／ｐｒｏｊｅｃｔｓ／ｄｅｆ

ａｕｌｔ＿ｐｒｏｊｅｃｔ／＿ｐａｇｅ＿／００１／０１３／５１７／ｈｏｕｋｏｋｕ＿３１．ｐｄｆ） 

（令和２年４月３０日に利用）より引用。 
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平成３１年施策成果等アンケート問１８②自治会活動に参加したことがない理由によれば、自治会活動

に参加したことがない理由で最も多い回答は、「活動を知らない（３７．９％）」で、次いで「活動に参

加する時間がない（２９．６％）」。 

 自治会活動を参考にすると、地域活動については、参加検討時点で、活動の趣旨・活動の様子などにつ

いて具体的にイメージできるような取り組みが参加率向上のポイントになっている。 

その一方で、活動経験率が最も高い第２ブロックで「活動を知らない」という回答が最も多いのは、口

コミや団体からの直接的な勧誘などの働きかけがある可能性も考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

データは「平成３１年度 施策成果等アンケート調査（東久留米市 市民アンケート」（東久留米市）（ｈｔｔｐｓ：／／

ｗｗｗ．ｃｉｔｙ．ｈｉｇａｓｈｉｋｕｒｕｍｅ．ｌｇ．ｊｐ／＿ｒｅｓ／ｐｒｏｊｅｃｔｓ／ｄｅｆａｕｌｔ＿ｐｒｏｊ

ｅｃｔ／＿ｐａｇｅ＿／００１／０１３／５１７／ｈｏｕｋｏｋｕ＿３１．ｐｄｆ） 

（令和２年４月３０日に利用）より引用。 
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平成３１年施策成果等アンケート問４４「協働」の認知度によれば、協働について知っているのは全体

の２３．３％。また、同アンケート問４５協働の推進に必要なことによれば、協働の推進に必要なこと

は、「活動についての情報提供（４５．５％）」が最も多く、次いで「活動の担い手の育成（１７．

１％）」となっている。 

活動段階の課題よりも、協働の取り組みを認知向上させる仕組み自体が重要な課題となっている。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

データは「平成３１年度 施策成果等アンケート調査（東久留米市 市民アンケート」（東久留米市）（ｈｔｔｐｓ：／／

ｗｗｗ．ｃｉｔｙ．ｈｉｇａｓｈｉｋｕｒｕｍｅ．ｌｇ．ｊｐ／＿ｒｅｓ／ｐｒｏｊｅｃｔｓ／ｄｅｆａｕｌｔ＿ｐｒｏｊ

ｅｃｔ／＿ｐａｇｅ＿／００１／０１３／５１７／ｈｏｕｋｏｋｕ＿３１．ｐｄｆ） 

（令和２年４月３０日に利用）より引用。 
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子どもを育む地域づくりに必要なこととは  

市内自治会の活動について 

自治会は、日ごろの親睦と交流を通じて連帯感を高めたり、地域の日々のさまざまな問題に対応した

り、住みよい地域を作っていくために住民同士で活動を行う最も身近な暮らしを支える組織である。 

 東久留米市活動事例集（平成２５年３月作成）では１．環境美化 ２．防災防犯活動 ３．高齢者支援 

４．親睦活動 ５．その他 の様々な事例が紹介されている。子どもを対象にした事例では「家族全員で

の地域清掃」「資源回収」「立川防災館見学」「もちつき大会」「敬老の日事業（グループホーム訪

問）」「Ｘマス会」「芋堀り・芋煮会」「盆踊り」「夕涼み会」「農園収穫祭」「夏休みラジオ体操会」

などの環境美化・防災防犯活動・高齢者支援・親睦活動が見受けられた。 
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他区市の事例について 

杉並区学校支援本部の活動事例 

 杉並区では、学校支援本部が組織されている。「学校支援本部ってなんだろうＢＯＯＫ（杉並区教育委

員会平成２７年１２月）」では杉並区の学校支援本部について次のように説明されている。 

「学校支援本部は、地域の志のある人たちと一緒になって学校の教育活動などを支援するために設置さ

れた、ボランティアによるネットワーク組織です。 

杉並区は学校教育に対する区民の関心が高い地域で、これまでも地域の方々から様々な形で協力を得な

がら学校運営や教育活動が行われるなど、地域との連携が図られてきました。学校支援本部は、こうした

取組をさらに発展させ、より組織的に学校支援を進めるものです。 

各学校支援本部には、代表者として本部長が置かれるとともに事務局が設置され、事務局の一員となる

「学校・地域コーディネーター」を中心に、学校支援ボランティアの協力を得ながら、様々な活動が企

画・運営されています。」 
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杉並区学校支援本部の活動事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「学校支援本部ってなんだろうＢＯＯＫ 平成２７年１２月」（杉並区教育委員会）ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｃｉｔｙ．

ｓｕｇｉｎａｍｉ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ／ｋｙｏｕｉｋｕ／ｓｈｏｇａｉ／ｈｏｎｂｕ／１００８０４７．ｈｔｍｌより 
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町田市学校支援本部の活動事例 

町田市には学校支援センターが設置されている。「学校支援ボランティアの手引き （２０１９改訂版 

町田市学校支援センター）」では町田市の学校支援本部について次のように説明されている。 

 

「町田市教育員会では、家庭・学校・地域がともに手を取り合って子どもを育てていく“しくみ”とし

て学校支援センター（地域学校協働本部）事業を実施しています。学校支援の推進、および、地域人材の

募集・登録・紹介・研修等を行う総合窓口「学校支援センター」を設置、また、学校の求めに応じて地域

ボランティアとのかけ橋となる「学校支援ボランティアコーディネーター」を市立小学校・中学校の全校

に配置しています。そして、学校支援センターが事務局となり、各校学校支援ボランティアコーディネー

ター、市内連携団体の代表、学校長の代表が、情報交換するための「学校支援連絡会」を組織していま

す。また、２０１８年度より順次「地区統括ボランティアコーディネーター」を配置し、学校支援ボラン

ティアコーディネーターの連携強化と地域の活性化を図っているところです。」 
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町田市学校支援ボランティアの支援内容 

 

 

 
「学校支援ボランティアの手引き （２０１９改訂版 町田市学校支援センター）」ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｔｙ－ｍ

ａｃｈｉｄａ－ｇａｋｋｏｓｈｉｅｎ．ｏｒｇ／ｖｏｌｕｎｔｅｅｒ／ｖｏｌｕｎｔｅｅｒ１．ｈｔｍｌより 
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地域コミュニティ活動の運営・展開について 

【地域全体で子供を育む環境づくりに関するアンケートの実施】 

―調査概要― 

目  的 地域で子どもを育む環境が充実することは、異世代間交流が促進され生涯学習（文化活動 

      やスポーツなどの指導）に触れる機会が創出されると同時に地域コミュニティの推進を図る 

      ことができると考える。  

また、近隣市においても学校施設を拠点として、地域団体と連携した事業が展開されてお 

り、学校と地域団体が様々な形で協働した活動を行っている事例も見受けられる。そこで、 

社会教育委員会議において、当市における地域全体で子供を育む環境づくりに関する課題を 

把握し、今後の施策に生かすため地域活動団体にアンケートを実施した。 

 

実施方法  郵送によるアンケート用紙の配布・回収 

 

実施対象 ＮＰＯ法人東久留米市文化協会 

    ＮＰＯ法人東久留米市体育協会 

   市立生涯学習センター 

市スポーツセンター 

 市内自治会（活動範囲内に小学校を含む自治会を中心に２４自治会） 

 

実施期間 令和元年１２月５日 ～ 令和２年１月２４日 

 

回収数等 回答件数２８件中２２件 回収率７８．６％ 
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アンケート調査結果 

１． 貴団体に下記のような子どもたちの指導経験者または指導できる人材はいらっしゃいますか。 

（複数回答可） 

１．現ＰＴＡ関係者 ４ 

２．元ＰＴＡ関係者 １０ 

３．スポーツ指導資格保有者 ４ 

４．文化芸術指導資格保有者 ２ 

５．教員免許は保有しているが学校職員もしくは退職学校教職員ではない ４ 

６．学校教職員 ２ 

７．退職学校教職員 ６ 

８．保育士免許は保有しているが保育士もしくは退職保育士ではない ０ 

９．保育士 ２ 

１０．退職保育士 ０ 

１１．企業関係者 ４ 

１２．ＮＰＯ関係者 ４ 

１３．行政職員（社会教育主事） ０ 

１４．行政職員（社会教育主事以外） ２ 

１５．青少年健全育成協議会 ４ 

１６．自治会役員 １７ 

１７．公民館等社会教育施設職員 ０ 

１８．民生委員・児童委員 ７ 

１９．その他 ２ 

２０．わからない ４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・自治会を中心に調査を行ったため自治会役員という回答が最も多く 17件となっているが、次いで元

PTA関係者、民生委員・民生児童委員、退職学校教職員となっている。 

・ほとんどの各地域団体は、子どもたちの指導者になりえる人材を把握している様子だが、その職

歴・資格等は様々である。 
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２． 貴団体は学校と協働してイベントや講座を行ったことがありますか 

１．ある  ７ 

２．ない １２ 

３．無回答 ３ 

 
 

３． （２．で「ある」と回答した方）その活動はどの程度の回数を行いましたか。 

１．週１回以上 ０ 

２．月１回以上 ０ 

３．３ヶ月に１回以上 ０ 

４．半年に１回以上 ２ 

５．その他（年１～５回） ５ 

 

４． その活動を実施した時間帯を教えてください。 

１．平日 朝 １ 

２．平日 日中 １ 

３．平日 夜 ０ 

４．休日 朝 ２ 

５．休日 日中 ３ 

６．休日 夜 ０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ある

32%

ない

54%

無回答

14%
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―２．で「ない」と答えた団体への質問― 

５． 学校と協働してイベントや講座を実施することは可能ですか。 

１．可能 ９ 

２．不可能 ３ 

 

６． （５．で「可能」と回答した方）その活動はどのようなイベントや講座を実施することが可能 

ですか。 

防災訓練、防火マスター講座、地域認知症地域安心サポーター講座    

スポーツ教室    

    

 

７． （５．で「不可能」と回答した方）その理由を教えてください。 

人が集まらない。高齢化のため。   

役員が１年交代のため、モチベーションが低いと感じる   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・学校と協働してイベントや講座を行ったことがある団体は全体の 3 分の１程度。その活動頻度は年

に数回の実施となっている。イベント的に協働した活動が実施されており、毎週、毎月の活動を行っ

ている団体はない。 

・学校と協働してイベントや講座を行ったことがない団体でも協働が可能であると回答している団体

が 12団体中 9団体を占めている。団体によっては、協働することが不可能である事情を抱えた団体も

ある。 
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８． 下の中で貴団体が市内学校においてボランティア活動による学校との協働が可能な内容はあります

か。（実績の有無によらず実施の可能性についてご回答願います） 

１．登下校安全指導 ６ 

２．部活動指導 １ 

３．校内環境整備（学校花壇、学校図書館の整備） ２ 

４．授業補助（ドリルの丸つけ、家庭科や理科実験、書道等） ３ 

５．放課後の学習支援 ４ 

６．地域独自の郷土学習（地域の歴史、伝統文化等） ０ 

７．地域が抱える課題（地域活性化・まちづくり、防災等）を学び、その解決法を 

       考える学習 ７ 

８．学びによるまちづくり（地域学習活動を通じて地域の活性化を図る活動） １ 

９．地域行事にかかわる活動（地域住民とともに参加する防災活動、伝統行事、 

イベント等の地域行事に係る活動） ８ 

１０．放課後のスポーツ活動 １ 

１１．放課後の文化芸術活動 １ 

１２．放課後の自然体験活動 ０ 

１３．放課後の自由遊び等 子どもの居場所づくり ４ 

１４．企業と連携したプログラム（職場体験やＣＳＲ活動に基づく啓発イベント等の 

       実施） ２ 

１５．ボランティアで協力することは難しい ５ 

 

【９．～１０．については学校とは関係なく貴団体が実施するボランティア活動の実績、可能性について

回答してください】 

９．ボランティアとして協力が可能なのはどの時間帯か（複数回答可） 

１．平日 朝 ３ 

２．平日 日中 ６ 

３．平日 夜 ２ 

４．休日 朝 ４ 

５．休日 日中 ６ 

６．休日 夜 ２ 

７．ボランティアで協力することは難しい ６ 
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１０．新たにボランティアに割くことができる時間はどのくらいか。（１回あたりの活動時間を２時間と

します。） 

１．月 ４回（週１回ペース） ２ 

２．月 ８回（週２回ペース） ０ 

３．月１２回（週３回ペース） ０ 

４．月 １回 ３ 

５．ボランティア活動を実施していない ８ 

無回答・その他（年 １，２回・内容による） ９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・学校との協働が可能な内容について回答が多かったのが、地域行事にかかわる活動（地域住民

とともに参加する防災活動、伝統行事、イベント等の地域行事に係る活動）が 8 件、地域が抱え

る課題（地域活性化・まちづくり、防災等）を学び、その解決法を考える学習が 7件、登下校安

全指導が 6 件であった。 

・新たにボランティア活動を実施できる団体は２２団体中５団体。 
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地域で子供を育む環境づくりのために（提言） 

人材バンクについて 

アンケートを行った団体の一部では、学校や子どものサポートができる可能性を見ることができた。特

に、自治会は地域の活性化や地域の課題解決を得意としており、また、各団体には様々な人材がいること

も確認できた。 

あらためて、日本の地域社会において、自治会をはじめとする地域団体との連携によって、地域の環境

づくりの意義は大きいものがある。このネットワークを活用することを基本において人材バンクを考えて

いこうというものである。 

とはいえ、東久留米市の自治会の組織や活動状況において多様性が強く反映していて、そのまま、自治

会組織に期待をかけることに留まっているわけにはいかない。そこで、私たちの提言では、この自治会へ

の期待とともに、自治会と深い関係を持ってきた学区、小学校の通学区域との関連で、地域の子どもを育

む環境づくりの基盤を考えていこうということである。 

すなわち、地域全体で子供を育む環境づくりのためには、学校区を環境づくりのフレームとしてイメー

ジしていくということである。その地域の学校や子どもへの必要なサポート内容を検討し、必要な人材を

登録していく人材バンクを構築してくことも有用であると提案する。 

 その際には、必要なサポート内容に応じて、特定の団体だけではなく、様々な団体に目を向ける必要が

ある。例えば、杉並区の学校支援本部の事例では、今回アンケートを行った文化団体、スポーツ団体、自

治会以外にも、次のような団体・個人から支援を受けている。ＰＴＡ・おやじの会・保護者・保護者Ｏ

Ｂ・元教員・民生委員・高校生・大学生・大学講師・大学教授・消防署・消防団・保健センター・郵便

局・図書館・学校司書・保育園・児童館・特別養護老人ホーム・農家の方・近隣商店街・環境ＮＰＯ・福

祉ＮＰＯ・土建組合・スポーツのプロ指導者・能楽師・視覚障害者総合センター・手話サークル・同窓

会・研究所・民間企業・私塾など、様々な団体が支援を行った実績が確認できる。 

 これらの取組みにみられるように、今や、さまざまな組織が地域の子ども事業に限らず、さまざまな公

共的な取り組みに参与していくようになっていて、またそれを受け入れる素地が進んでいるものと推察さ

れる。いわば、こうした社会的貢献活動が、社会全体に広がってきていることに注目していきたい。杉並

区に限らず、他区市の例も参考に、当市にあった環境づくりに合わせて人材バンクの構築を着実に進める

必要がある。 

 しかし、それとともに市民の善意や、組織の支援などをコーディネートする人たち、言い換えれば、

「人材バンク」を活用するための「人材」の必要性も高まっていることにも配慮すべき課題といえる。言

い換えれば「つなぎ目」をどう作っていくかということである。市民活動への期待を持ちながら、うま

く、学校や、子ども活動との接点を作り、その相互のマッチングを進めていくことも必要な手立てであ

り、今後、「地域活動コーディネーター」の人材づくりも大きな課題である。 
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子どもたちの居場所について 

中央教育審議会答申（平成２８年１２月２１日）によれば、「社会に開かれた教育課程」としては、次

の点が重要になるとされている。 

 

① 社会や世界の状況を幅広く視野に入れ、よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標を持

ち、教育課程を介してその目標を社会と共有していくこと。 

② これからの社会を創り出していく子供たちが、社会や世界に向き合い関わり合い、自らの人生を切り拓

いていくために求められる資質・能力とは何かを、教育課程において明確化し育んでいくこと。 

③ 教育課程の実施に当たって、地域の人的・物的資源を活用したり、放課後や土曜日等を活用した社会教

育との連携を図ったりし、学校教育を学校内に閉じずに、その目指すところを社会と共有・連携しなが

ら実現させること。 

 

 

地域全体で子供を育む環境づくりの実現に向けても、地域の人的・物的資源を活用して子どもたちが社

会や世界と向き合い関わり合う環境づくりが重要である。子どもたちの居場所として、放課後や土曜日等

を活用した社会教育（例えば、他区市の事例などを参考に、キャリア教育、農業体験、地域の祭り行事へ

の協力、福祉体験、文化活動、スポーツ活動、国際交流など）を実現できるようにするためには、地域、

行政、学校の連携が必要である。子どもたちが必要としている社会教育の範囲は広範囲であることから分

野の垣根を超えた連携強化をするように提案する。 

この垣根を超えた連携協働の取組みのもつ主要なねらいは、社会教育活動を幅広くとらえ、地域におけ

る「居場所」を創造する活動を社会教育において率先して取り組む必要性が提起されているということで

ある。学校において、また家庭においても、さらには地域においても、連帯感の希薄化といった問題が大

きくのしかかっている。子どもの「居場所」という用語が市民権を得たのは、学校に居場所を見出せない

子どもたちが増大してきたこととあわせて、地域での子どもたちの存在感が希薄となり、地域で子ども同

士が楽しんでいる姿が喪失してしまっているということにある。そうした現在、いかに地域における子ど

もの居場所づくりが重要であるかということが共有されるようになっている。 

その際、ひとまず、居場所概念がその基本において「場所」という空間的表現であることから、子ども

たちが地域に居場所といえる公共的空間を作り出すことが必要になっている。その場所は、単に、社会教

育施設にとどまらず、多様性をもってあたることが必要であろう。 

なお、この半年間、新型コロナウイルス感染予防のため、ますます、居場所づくりの取組みが立ち遅れ

ている。このことを引き続いていかねばならない課題といえる。 

市では、放課後子供教室を令和２年度には７校で実施、５校で試行実施することを予定していたが、令和

元年度末から流行した新型コロナウイルス感染症の対策により放課後子供教室を一時中止としていた。７

月の再開後は、全校実施に向けた取り組みは、もとより、新しい生活様式に対応した万全な感染症対策を

念頭に、既存の実施内容・方法もあらためて見直しつつ、生涯学習活動の充実に向けた取り組みが必要で

あると提案する。 
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第２８期（平成３０年９月１日～令和２年８月３１日）社会教育委員名簿 

 

委員氏名 任 期 備 考 

赤羽根  智 平成３０年 ９月 １日 ～ 平成３１年 ４月１６日 １号委員 

澤井  康夫 平成３０年 ９月 １日 ～ 平成３１年 ４月１６日 １号委員 

花房  康之 平成３０年 ９月 １日 ～ 令和 ２年 ４月１６日 １号委員 

伊藤  幸一 平成３１年 ４月１７日 ～ 令和 ２年 ４月１６日 １号委員 

湯浅  泰美 平成３１年 ４月１７日 ～ 令和 ２年 ４月１６日 １号委員 

小瀬 ますみ 令和 ２年 ４月１７日 ～ 令和 ２年 ８月３１日 １号委員 

三坂  明子 令和 ２年 ４月１７日 ～ 令和 ２年 ８月３１日 １号委員 

齋 藤  実 令和 ２年 ４月１７日 ～ 令和 ２年 ８月３１日 １号委員 

田端  六郎 平成３０年 ９月 １日 ～ 令和 ２年 ８月３１日 ２号委員 

永 田  昇 平成３０年 ９月 １日 ～ 令和 ２年 ８月３１日 
２号委員 

【副議長】 

菅沼  法子 平成３０年 ９月 １日 ～ 令和 ２年 ８月３１日 
２号委員 

【議長※２】 

酒井  宗作 平成３０年 ９月 １日 ～ 令和 ２年 ８月３１日 ３号委員 

荻 野  寛 平成３０年 ９月 １日 ～ 令和 ２年 ３月３１日 
３号委員 

【議長※１】 

荒島  久人 令和 ２年 ４月１７日 ～ 令和 ２年 ８月３１日 ３号委員 

上田  幸夫 平成３０年 ９月 １日 ～ 令和 ２年 ８月３１日 ４号委員 

奈良  忠寿 平成３０年 ９月 １日 ～ 令和 ２年 ８月３１日 ４号委員 

 

１号委員：学校関係者 

２号委員：社会教育関係者 

３号委員：家庭教育の向上に資する活動を行う者 

４号委員：学識経験者 

 

【議長※１】平成３０年９月１日～令和２年３月３１日の間 議長 

【議長※２】令和２年８月１１日～令和２年８月３１日の間 議長 
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令和 2年 8月 

「地域全体で子供を育む環境づくり」に関する報告書 

東久留米市社会教育委員会議 

（事務局）東久留米市教育委員会生涯学習課 

電 話 042（470）7784 


